
 
 

公園の自主管理をはじめよう 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立区には５００近くの公園※があり、皆さんに広く利用され、親し

まれています。足立区ではこれらの公園を「地域の庭」として、地域

の方々が清掃や草刈などの日常的な維持管理を行う「公園の自主管理

制度」を進めています。 

あなたも身近にある公園を「自主管理」してみませんか？ 

※このパンフレットでは「公園」と「児童遊園」をまとめて「公園」と表記します。 

足立区 西部道路公園維持課 

（令和４年４月版） 

 
公園等自主管理制度 パンフレット 



公園の自主管理とは？ 
 

Ｑ1 公園の自主管理とはどのような制度ですか？ 

Ａ 公園の清掃や草刈などの日常的な維持管理を、区との協定により地域の皆さんに行 

っていただく制度です。活動を通して、住民意識の向上と地域コミュニティの活性 

化を図り、安全・安心・快適な公園を提供し、良好なまちづくりに貢献することを 

目的としています。 

  

Ｑ2 自主管理では、なにをしますか？ 

 Ａ 「清掃活動」では主に公園の清掃や施設点検を、「草刈活動」では草刈・除草の活

動を行い、毎月活動状況を報告していただきます。活動内容についての詳細はこち

らのパンフレットのほか、別途「活動の手引き」で定められています。なお、「草

刈活動」単独では協定を結ぶことはできません。また、活動の初年度は「清掃活動」

のみから始めることを基本としています。 

 

Ｑ3 清掃活動での清掃は、どの程度行えばよいですか？ 

 Ａ 「清掃活動」では、定期的（おおむね１週間に１回以上）の全体清掃と日常的なご

み拾いを行い、常にきれいな状態を保つようにしてください。落ち葉の時期には、

清掃頻度を高める、園外に出てしまう落ち葉などの清掃も行うなど工夫し、地域の

皆様に「いつもきれい」と感じていただける公園を保てるようにしてください。 

 

Ｑ4 草刈活動はどの程度行えばよいですか？ 

 Ａ 「草刈活動」では、園内の広場や植込地など園内全体の草刈・除草（草むしり）を

行い、年間を通して草丈をおおむね５cm 以下の高さに保つようにしてください。５

月～１０月の草の伸びが旺盛な時期には、活動後の草地や植込地の様子が分かる写

真を毎月１回撮影し、提出していただきます。 

 

Ｑ5 どんな団体が協定を結べますか？ 

 Ａ ①町会・自治会等、②社会教育団体及び学校等、③社会福祉法人及び社会福祉任意 

団体、④企業、⑤民間の任意団体のうち、活動の趣旨に賛同し、継続的な活動が可 

能な団体です。そのほか、制度の目的上、次のような基本方針があります。 

ア 団体の活動登録人数は、４名以上を推奨。 

（当該制度で町会・自治会等が加入できる保険として、スポーツ安全保険がありますが、 

人数がこの保険に加入する場合の要件になるため。） 

  イ 団体は、世帯を別にする複数名により構成されていること。 

ウ 町会･自治会等が優先団体となること。 

 

Ｑ6 どの公園で協定を結べますか？ 

 Ａ すでに他の団体が協定を締結している公園や、団体の規模と比較して公園が広すぎ 

るなど自主管理に向かない公園は対象外です。個別にご案内いたします。 
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活動の支援について 
 

Ｑ7 区からの支援はありますか？ 

 Ａ 公園での活動や活動報告書の提出などを適切に行っている団体には９月末頃と３月 

末頃の年２回に分けて、謝礼をお支払いします。謝礼額は清掃活動では公園面積に 

応じて、草刈活動では区が管理する場合の草地の管理費用に応じて定められていま 

す。清掃用具類の支給はしていませんので、団体で用意してください。 

 

▼清掃活動の謝礼額 

公園（協定範囲）の面積 金額（月額・税込） 

５００㎡未満 ２，７５０円  

５００㎡以上 １，０００㎡未満 ５，５００円  

１，０００㎡以上 １，５００㎡未満 ８，２５０円  

１，５００㎡以上 ２，０００㎡未満 １１，０００円  

２，０００㎡以上 ２，５００㎡未満 １３，７５０円  

２，５００㎡以上 ３，０００㎡未満 １６，５００円  

３，０００㎡以上 １９，２５０円  

 

▼草刈活動の謝礼額 

基本料 

公園（協定範囲）の面積 金額（年額･税込） 

１，０００㎡未満 １１，０００円 

１，０００㎡以上 ２，０００㎡未満 ２２，０００円 

２，０００㎡以上 ３３，０００円 

積上分 

草刈方法 金額（年額･税込） 

手刈り ２６４円/㎡ 

肩掛け機械 ９２円/㎡ 

ロータリー機械 ４６円/㎡ 

※ 草刈活動の謝礼額は、基本料と積上分の合計額とします。 

※ 積上分の額は、各公園の草地面積等に即して、一般的に合理的と考えられる草刈方法 

により区が謝礼額を算出するものとし、実際の活動方法による増減はいたしません。 
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役割分担・活動開始までの流れ 
 
Ｑ8 団体と区との役割分担はどのようになりますか？ 

 Ａ 日常的な清掃（や草刈除草）などを団体に行っていただきます。 

団体 区 

●団体による活動 

（1）公園の全体清掃（週１回以上）と日常的なゴミ拾い 

※草刈活動では広場や植込地の草刈除草（月１回以上） 

（2）落ち葉の分別収集 

 

（3）清掃道具（ほうき・ゴミ袋等）の購入、保険への加入 

（4）用具保管庫の使用 ※設置しない場合あり 

（5）施設点検と緊急連絡 

●団体の連絡担当者が行うこと 

活動報告書の提出（毎月１回） 

※草刈活動では写真の撮影、提出 

●団体の代表者又は会計担当者が行うこと 

謝礼の受取り（年２回、９月末頃と３月末頃） 

●担当:各管理区域の担当係※１ 

（1）ゴミの回収（週１回） 

   トイレの清掃 

（2）希望する団体に 

落ち葉収集用ゴミ袋の配布 

（受取りは区役所へ来庁） 

（4）用具保管庫の設置 

（5）補修等現場対応 

●担当:各管理区域の担当係※１ 

活動報告書の受取り 

※草刈写真の受取り 

●担当:西部工務係 

謝礼の支払い 

※１：地区によって担当係が変わります。「活動の手引き」の管理区域図をご参照ください。 

 

Ｑ9 活動開始までの流れはどのようになりますか？ 

 Ａ 次のフローを参考にご覧ください。自主管理協定は年度ごとに締結します。 

活動開始までの流れ 

             区より制度の説明  

                 ↓・公園の自主管理制度とは？ 

              相談 ↓・活動する公園を決める（活動日・ごみ回収） 

                 ↓・開始時期について 

          （状況により試行期間を設ける） 

                 ↓ 

        協定書２部などの手続書類を区へ提出する  

                 ↓ 

        協定書１部と活動報告書の用紙を受け取る  

                 ↓ 

                協定締結  

                 ↓ 

                活動開始  

          ※活動物品の購入 

          ※活動報告書を毎月１回、区へ提出 

【お問合せ】足立区 西部道路公園維持課 西部工務係 

〒１２０－８５１０ 足立区中央本町１－１７－１（北館３階） 

電話番号 ０３－３８８０－５９１８  FAX ０３－３８８０－５６２０ 

草刈活動の開始を

希望されるときは、

前年度の 11 月まで

にご連絡ください。 
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